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○は本件の主務課です

指名停止措置について

問 い 合 わ せ 先

　関東地方整備局は、八千代エンジニヤリング株式会社（所在地
東京都台東区）に対して、指名停止措置を行いました。
　詳細は別紙のとおりです。
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指名停止措置の概要

１．指名停止措置業者名及び住所

指 名 停 止 措 置 業 者

八千代エンジニヤリング株式会社

２．指名停止措置期間

令和５年１月２３日から令和５年２月２２日まで（１ヵ月）

３．指名停止措置対象区域：関東地方整備局管内

４．事実概要

５．指名停止措置理由

＜指名停止等の措置要領別表第１第２号＞

期 間

 当該認定をした日から
 １ヵ月以上６ヵ月以内

東京都台東区浅草橋5-20-8

住 所

措 置 要 件

（過失による粗雑工事）
２　当該地方整備局の所属担当官と締結した請負契約に係る工事の施
工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき（引き渡
された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないも
の（以下「契約不適合」という。）が軽微であると認められるときを
除く。）

　有資格業者である当該業者が、過失による粗雑業務を行ったことは、「工事請負契約に係る
指名停止等の措置要領」（昭和59年 3月29日付け建設省厚第91号）及び「地方整備局（港湾空
港関係）所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和59年3月31日付け港管第927
号）別表第１第２号（過失による粗雑工事）に該当する。

　当該業者は、荒川調節池工事事務所発注の「Ｒ２荒川第二調節池排水門詳細設計業務」にお
いて、荒川第二調節池排水門の詳細設計を実施したが、Ｒ４荒川第二調節池排水門及び囲繞堤
新設工事の着手予定を踏まえ、当該業者が自主的に設計成果物の再照査を行ったところ、水門
本体設計において作用荷重の設定に誤りがあり、鉄筋量不足や管理橋支承の強度不足、基礎杭
の過大設計等が、令和４年１０月１４日、判明した。また、操作室設計において門柱操作台寸
法の整合がとれていなかったことも併せて判明した。


